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改

正

後

改

正

前

（
教
習
の
科
目
の
基
準
の
細
目
）

（
教
習
の
科
目
の
基
準
の
細
目
）

第
一
条

道
路
交
通
法
施
行
規
則
（
以
下
「
府
令
」
と
い
う
。
）
第
三
十
三
条
第
一

第
一
条

［
同
上
］

項
第
一
号
に
規
定
す
る
技
能
教
習
（
以
下
「
技
能
教
習
」
と
い
う
。
）
は
、
次
の

各
号
に
掲
げ
る
区
分
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
当
該
各
号
に
定
め
る
事
項
に
つ
い
て
行

う
教
習
と
す
る
。

［
一
・
二

略
］

［
一
・
二

同
上
］

三

準
中
型
自
動
車
免
許
（
以
下
「
準
中
型
免
許
」
と
い
う
。
）
に
係
る
基
本
操

［
号
を
加
え
る
。
］

作
及
び
基
本
走
行

別
表
第
一
第
一
号
及
び
第
二
号
（
路
端
に
お
け
る
停
車
及

び
発
進
並
び
に
隘
路
へ
の
進
入
を
除
く
。
）
並
び
に
別
表
第
二
第
一
号
か
ら
第

あ
い

三
号
ま
で
に
掲
げ
る
事
項
（
同
表
第
一
号
及
び
第
二
号
に
掲
げ
る
事
項
に
あ
っ

て
は
、
専
ら
貨
物
を
運
搬
す
る
構
造
の
自
動
車
（
以
下
「
貨
物
自
動
車
」
と
い

う
。
）
に
係
る
教
習
事
項
を
除
く
。
）

四

準
中
型
免
許
に
係
る
応
用
走
行

別
表
第
一
第
三
号
か
ら
第
十
号
ま
で
並
び

［
号
を
加
え
る
。
］

に
別
表
第
二
第
四
号
、
第
五
号
（
急
ブ
レ
ー
キ
に
よ
る
停
止
を
行
う
た
め
の
走

行
を
除
く
。
こ
の
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
、
第
七
号
及
び
第
八
号
に
掲
げ
る
事

項
（
同
表
第
四
号
、
第
五
号
及
び
第
七
号
に
掲
げ
る
事
項
に
あ
っ
て
は
、
貨
物

自
動
車
に
係
る
教
習
事
項
を
除
く
。
）

五

［
略
］

三

［
同
上
］

六

［
略
］

四

［
同
上
］

七

［
略
］

五

［
同
上
］
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八

［
略
］

六

［
同
上
］

九

［
略
］

七

［
同
上
］

十

［
略
］

八

［
同
上
］

２

前
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
技
能
教
習
は
、
そ
れ
ぞ
れ

２

［
同
上
］

当
該
各
号
に
定
め
る
事
項
に
つ
い
て
行
う
教
習
と
す
る
。

一

現
に
中
型
免
許
、
準
中
型
免
許
、
中
型
第
二
種
免
許
又
は
普
通
第
二
種
免
許

一

現
に
中
型
免
許
、
中
型
第
二
種
免
許
又
は
普
通
第
二
種
免
許
を
受
け
て
い
る

を
受
け
て
い
る
者
に
対
す
る
大
型
免
許
に
係
る
技
能
教
習

別
表
第
一
第
一
号

者
に
対
す
る
大
型
免
許
に
係
る
技
能
教
習

別
表
第
一
第
一
号
か
ら
第
五
号
ま

か
ら
第
五
号
ま
で
及
び
第
十
号
に
掲
げ
る
事
項

で
及
び
第
十
号
に
掲
げ
る
事
項

二

現
に
準
中
型
免
許
又
は
普
通
第
二
種
免
許
を
受
け
て
い
る
者
に
対
す
る
中
型

二

現
に
普
通
第
二
種
免
許
を
受
け
て
い
る
者
に
対
す
る
中
型
免
許
に
係
る
技
能

免
許
に
係
る
技
能
教
習

別
表
第
一
第
一
号
か
ら
第
五
号
ま
で
及
び
第
十
号
に

教
習

別
表
第
一
第
一
号
か
ら
第
五
号
ま
で
及
び
第
十
号
に
掲
げ
る
事
項

掲
げ
る
事
項

三

現
に
普
通
免
許
を
受
け
て
い
る
者
（
次
号
に
該
当
す
る
者
を
除
く
。
）
に
対

［
号
を
加
え
る
。
］

す
る
準
中
型
免
許
に
係
る
技
能
教
習

別
表
第
一
第
一
号
、
第
二
号
（
路
端
に

お
け
る
停
車
及
び
発
進
並
び
に
隘
路
へ
の
進
入
を
除
く
。
）
及
び
第
三
号
か
ら

あ
い

第
十
号
ま
で
に
掲
げ
る
事
項

四

現
に
普
通
第
二
種
免
許
を
受
け
て
い
る
者
に
対
す
る
準
中
型
免
許
に
係
る
技

［
号
を
加
え
る
。
］

能
教
習

別
表
第
一
第
一
号
、
第
二
号
（
路
端
に
お
け
る
停
車
及
び
発
進
並
び

に
隘
路
へ
の
進
入
を
除
く
。
）
、
第
三
号
か
ら
第
五
号
ま
で
及
び
第
十
号
に
掲

あ
い

げ
る
事
項

五

［
略
］

三

［
同
上
］

六

［
略
］

四

［
同
上
］

七

［
略
］

五

［
同
上
］

３

府
令
第
三
十
三
条
第
一
項
第
二
号
に
規
定
す
る
学
科
教
習
（
以
下
「
学
科
教
習

３

［
同
上
］

」
と
い
う
。
）
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
区
分
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
当
該
各
号
に
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定
め
る
事
項
に
つ
い
て
行
う
教
習
と
す
る
。

一

大
型
免
許
、
中
型
免
許
、
準
中
型
免
許
、
普
通
免
許
、
大
型
二
輪
免
許
及
び

一

大
型
免
許
、
中
型
免
許
、
普
通
免
許
、
大
型
二
輪
免
許
及
び
普
通
二
輪
免
許

普
通
二
輪
免
許
に
係
る
学
科

別
表
第
五
第
一
号
に
掲
げ
る
事
項

に
係
る
学
科

別
表
第
五
第
一
号
に
掲
げ
る
事
項

（一）

（一）

二

大
型
免
許
、
中
型
免
許
、
準
中
型
免
許
、
普
通
免
許
、
大
型
二
輪
免
許
及
び

二

大
型
免
許
、
中
型
免
許
、
普
通
免
許
、
大
型
二
輪
免
許
及
び
普
通
二
輪
免
許

普
通
二
輪
免
許
に
係
る
学
科

別
表
第
五
第
二
号
か
ら
第
四
号
ま
で
に
掲
げ

に
係
る
学
科

別
表
第
五
第
二
号
か
ら
第
四
号
ま
で
に
掲
げ
る
事
項

（二）

（二）

る
事
項

［
三
～
六

略
］

［
三
～
六

同
上
］

４

前
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
学
科
教
習
は
、
そ
れ
ぞ
れ

４

［
同
上
］

当
該
各
号
に
定
め
る
事
項
に
つ
い
て
行
う
教
習
と
す
る
。

一

［
略
］

一

［
同
上
］

二

現
に
大
型
特
殊
免
許
を
受
け
て
い
る
者
（
前
号
に
該
当
す
る
者
を
除
く
。
）

二

現
に
大
型
特
殊
免
許
を
受
け
て
い
る
者
に
対
す
る
大
型
免
許
又
は
中
型
免
許

に
対
す
る
大
型
免
許
又
は
中
型
免
許
に
係
る
学
科
教
習

別
表
第
五
第
二
号
及

に
係
る
学
科
教
習

別
表
第
五
第
二
号
及
び
第
三
号
に
掲
げ
る
事
項

び
第
三
号
に
掲
げ
る
事
項

三

現
に
普
通
免
許
を
受
け
て
い
る
者
に
対
す
る
準
中
型
免
許
に
係
る
学
科
教
習

［
号
を
加
え
る
。
］

別
表
第
五
第
二
号
に
掲
げ
る
事
項

四

現
に
大
型
特
殊
免
許
を
受
け
て
い
る
者
（
前
号
又
は
次
号
に
該
当
す
る
者
を

三

現
に
大
型
特
殊
免
許
を
受
け
て
い
る
者
に
対
す
る
普
通
免
許
に
係
る
学
科
教

除
く
。
）
に
対
す
る
準
中
型
免
許
又
は
普
通
免
許
に
係
る
学
科
教
習

別
表
第

習

別
表
第
五
第
二
号
及
び
第
三
号
に
掲
げ
る
事
項
並
び
に
高
速
自
動
車
国
道

五
第
二
号
及
び
第
三
号
に
掲
げ
る
事
項
並
び
に
高
速
自
動
車
国
道
及
び
自
動
車

及
び
自
動
車
専
用
道
路
に
お
け
る
普
通
自
動
車
の
安
全
な
運
転
（
以
下
「
普
通

専
用
道
路
に
お
け
る
普
通
自
動
車
の
安
全
な
運
転
（
以
下
「
普
通
自
動
車
の
高

自
動
車
の
高
速
運
転
」
と
い
う
。
）
に
必
要
な
知
識

速
運
転
」
と
い
う
。
）
に
必
要
な
知
識

五

現
に
大
型
二
輪
免
許
又
は
普
通
二
輪
免
許
を
受
け
て
い
る
者
（
第
三
号
に
該

四

現
に
大
型
二
輪
免
許
又
は
普
通
二
輪
免
許
を
受
け
て
い
る
者
に
対
す
る
普
通

当
す
る
者
を
除
く
。
）
に
対
す
る
準
中
型
免
許
又
は
普
通
免
許
に
係
る
学
科
教

免
許
に
係
る
学
科
教
習

別
表
第
五
第
二
号
に
掲
げ
る
事
項
及
び
普
通
自
動
車

習

別
表
第
五
第
二
号
に
掲
げ
る
事
項
及
び
普
通
自
動
車
の
高
速
運
転
に
必
要

の
高
速
運
転
に
必
要
な
知
識

な
知
識
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六

［
略
］

五

［
同
上
］

七

現
に
大
型
特
殊
免
許
を
受
け
て
い
る
者
（
前
号
に
該
当
す
る
者
を
除
く
。
）

六

現
に
大
型
特
殊
免
許
を
受
け
て
い
る
者
に
対
す
る
大
型
二
輪
免
許
又
は
普
通

に
対
す
る
大
型
二
輪
免
許
又
は
普
通
二
輪
免
許
に
係
る
学
科
教
習

別
表
第
五

二
輪
免
許
に
係
る
学
科
教
習

別
表
第
五
第
二
号
及
び
第
三
号
に
掲
げ
る
事
項

第
二
号
及
び
第
三
号
に
掲
げ
る
事
項
並
び
に
大
型
自
動
二
輪
車
又
は
普
通
自
動

並
び
に
大
型
自
動
二
輪
車
又
は
普
通
自
動
二
輪
車
の
二
人
乗
り
運
転
に
関
す
る

二
輪
車
の
二
人
乗
り
運
転
に
関
す
る
知
識

知
識

八

現
に
大
型
免
許
、
中
型
免
許
、
準
中
型
免
許
又
は
普
通
免
許
を
受
け
て
い
る

七

現
に
大
型
免
許
、
中
型
免
許
又
は
普
通
免
許
を
受
け
て
い
る
者
（
次
号
に
該

者
（
次
号
に
該
当
す
る
者
を
除
く
。
）
に
対
す
る
大
型
第
二
種
免
許
、
中
型
第

当
す
る
者
を
除
く
。
）
に
対
す
る
大
型
第
二
種
免
許
、
中
型
第
二
種
免
許
又
は

二
種
免
許
又
は
普
通
第
二
種
免
許
に
係
る
学
科
教
習

別
表
第
六
第
一
号
か
ら

普
通
第
二
種
免
許
に
係
る
学
科
教
習

別
表
第
六
第
一
号
か
ら
第
四
号
ま
で
に

第
四
号
ま
で
に
掲
げ
る
事
項
及
び
同
表
第
五
号
に
掲
げ
る
事
項
（
高
速
自
動
車

掲
げ
る
事
項
及
び
同
表
第
五
号
に
掲
げ
る
事
項
（
高
速
自
動
車
国
道
及
び
自
動

国
道
及
び
自
動
車
専
用
道
路
に
お
け
る
道
路
交
通
法
（
昭
和
三
十
五
年
法
律
第

車
専
用
道
路
に
お
け
る
道
路
交
通
法
（
昭
和
三
十
五
年
法
律
第
百
五
号
。
以
下

百
五
号
。
以
下
「
法
」
と
い
う
。
）
第
八
十
五
条
第
十
一
項
の
旅
客
自
動
車
（

「
法
」
と
い
う
。
）
第
八
十
五
条
第
十
項
の
旅
客
自
動
車
（
以
下
「
旅
客
自
動

以
下
「
旅
客
自
動
車
」
と
い
う
。
）
の
安
全
な
運
転
（
以
下
「
旅
客
自
動
車
の

車
」
と
い
う
。
）
の
安
全
な
運
転
（
以
下
「
旅
客
自
動
車
の
高
速
運
転
」
と
い

高
速
運
転
」
と
い
う
。
）
に
必
要
な
知
識
並
び
に
運
転
者
が
交
通
法
規
に
従
い

う
。
）
に
必
要
な
知
識
並
び
に
運
転
者
が
交
通
法
規
に
従
い
、
道
路
及
び
交
通

、
道
路
及
び
交
通
の
状
況
に
応
じ
て
設
定
し
た
経
路
に
お
け
る
旅
客
自
動
車
の

の
状
況
に
応
じ
て
設
定
し
た
経
路
に
お
け
る
旅
客
自
動
車
の
運
転
（
以
下
「
経

運
転
（
以
下
「
経
路
の
設
定
に
よ
る
旅
客
自
動
車
の
運
転
」
と
い
う
。
）
に
必

路
の
設
定
に
よ
る
旅
客
自
動
車
の
運
転
」
と
い
う
。
）
に
必
要
な
知
識
を
除
く

要
な
知
識
を
除
く
。
）

。
）

九

現
に
大
型
免
許
、
中
型
免
許
、
準
中
型
免
許
又
は
普
通
免
許
の
い
ず
れ
か
を

八

現
に
大
型
免
許
、
中
型
免
許
又
は
普
通
免
許
の
い
ず
れ
か
を
受
け
、
か
つ
、

受
け
、
か
つ
、
大
型
特
殊
自
動
車
第
二
種
免
許
（
以
下
「
大
型
特
殊
第
二
種
免

大
型
特
殊
自
動
車
第
二
種
免
許
（
以
下
「
大
型
特
殊
第
二
種
免
許
」
と
い
う
。

許
」
と
い
う
。
）
又
は
牽
引
自
動
車
第
二
種
免
許
（
以
下
「
牽
引
第
二
種
免
許

）
又
は
牽
引
自
動
車
第
二
種
免
許
（
以
下
「
牽
引
第
二
種
免
許
」
と
い
う
。
）

け
ん

け
ん

け
ん

け
ん

」
と
い
う
。
）
の
い
ず
れ
か
を
受
け
て
い
る
者
に
対
す
る
大
型
第
二
種
免
許
、

の
い
ず
れ
か
を
受
け
て
い
る
者
に
対
す
る
大
型
第
二
種
免
許
、
中
型
第
二
種
免

中
型
第
二
種
免
許
又
は
普
通
第
二
種
免
許
に
係
る
学
科
教
習

別
表
第
六
第
二

許
又
は
普
通
第
二
種
免
許
に
係
る
学
科
教
習

別
表
第
六
第
二
号
か
ら
第
四
号

号
か
ら
第
四
号
ま
で
に
掲
げ
る
事
項

ま
で
に
掲
げ
る
事
項

十

現
に
大
型
特
殊
第
二
種
免
許
又
は
牽
引
第
二
種
免
許
を
受
け
て
い
る
者
（
前

九

現
に
大
型
特
殊
第
二
種
免
許
又
は
牽
引
第
二
種
免
許
を
受
け
て
い
る
者
（
前

け
ん

け
ん

号
に
該
当
す
る
者
を
除
く
。
）
に
対
す
る
大
型
第
二
種
免
許
、
中
型
第
二
種
免

号
に
該
当
す
る
者
を
除
く
。
）
に
対
す
る
大
型
第
二
種
免
許
、
中
型
第
二
種
免
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許
又
は
普
通
第
二
種
免
許
に
係
る
学
科
教
習

別
表
第
六
第
二
号
か
ら
第
四
号

許
又
は
普
通
第
二
種
免
許
に
係
る
学
科
教
習

別
表
第
六
第
二
号
か
ら
第
四
号

ま
で
に
掲
げ
る
事
項
、
旅
客
自
動
車
の
高
速
運
転
に
必
要
な
知
識
及
び
経
路
の

ま
で
に
掲
げ
る
事
項
、
旅
客
自
動
車
の
高
速
運
転
に
必
要
な
知
識
並
び
に
経
路

設
定
に
よ
る
旅
客
自
動
車
の
運
転
に
必
要
な
知
識

の
設
定
に
よ
る
旅
客
自
動
車
の
運
転
に
必
要
な
知
識

（
教
習
時
間
の
基
準
の
細
目
）

（
教
習
時
間
の
基
準
の
細
目
）

第
二
条

府
令
第
三
十
三
条
第
一
項
に
規
定
す
る
技
能
教
習
及
び
学
科
教
習
の
教
習

第
二
条

［
同
上
］

時
間
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
区
分
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
当
該
各
号
に
定
め
る
と

お
り
と
す
る
。

一

大
型
免
許
又
は
中
型
免
許
に
係
る
応
用
走
行
（
現
に
中
型
免
許
、
準
中
型
免

一

大
型
免
許
又
は
中
型
免
許
に
係
る
応
用
走
行
（
現
に
中
型
免
許
、
中
型
第
二

許
、
中
型
第
二
種
免
許
又
は
普
通
第
二
種
免
許
を
受
け
て
い
る
者
に
対
す
る
教

種
免
許
又
は
普
通
第
二
種
免
許
を
受
け
て
い
る
者
に
対
す
る
教
習
を
除
く
。
）

習
を
除
く
。
）

別
表
第
一
第
七
号
に
掲
げ
る
事
項
に
係
る
教
習
を
二
時
限
並

別
表
第
一
第
七
号
に
掲
げ
る
事
項
に
係
る
教
習
を
二
時
限
並
び
に
同
表
第
八

び
に
同
表
第
八
号
及
び
第
九
号
に
掲
げ
る
事
項
に
係
る
教
習
を
一
時
限
行
う
こ

号
及
び
第
九
号
に
掲
げ
る
事
項
に
係
る
教
習
を
一
時
限
行
う
こ
と
。

と
。

二

大
型
免
許
又
は
中
型
免
許
に
係
る
学
科

（
現
に
中
型
免
許
、
準
中
型
免
許

二

大
型
免
許
又
は
中
型
免
許
に
係
る
学
科

（
現
に
中
型
免
許
、
中
型
第
二
種

（二）

（二）

、
中
型
第
二
種
免
許
又
は
普
通
第
二
種
免
許
を
受
け
て
い
る
者
に
対
す
る
教
習

免
許
又
は
普
通
第
二
種
免
許
を
受
け
て
い
る
者
に
対
す
る
教
習
を
除
く
。
）

を
除
く
。
）

別
表
第
五
第
二
号
に
掲
げ
る
事
項
に
係
る
教
習
を
一
時
限
行
う

別
表
第
五
第
二
号
に
掲
げ
る
事
項
に
係
る
教
習
を
一
時
限
行
う
こ
と
。

こ
と
。

三

準
中
型
免
許
に
係
る
基
本
操
作
及
び
基
本
走
行
（
現
に
普
通
免
許
又
は
普
通

［
号
を
加
え
る
。
］

第
二
種
免
許
を
受
け
て
い
る
者
に
対
す
る
教
習
を
除
く
。
）

別
表
第
一
第
一

号
及
び
第
二
号
（
路
端
に
お
け
る
停
車
及
び
発
進
並
び
に
隘
路
へ
の
進
入
を
除

あ
い

く
。
）
に
掲
げ
る
事
項
に
係
る
教
習
を
三
時
限
行
う
こ
と
。

四

準
中
型
免
許
に
係
る
応
用
走
行
（
現
に
普
通
免
許
を
受
け
て
い
る
者
（
現
に

［
号
を
加
え
る
。
］

普
通
第
二
種
免
許
を
受
け
て
い
る
者
を
除
く
。
）
に
対
す
る
教
習
に
限
る
。
）

別
表
第
一
第
七
号
に
掲
げ
る
事
項
に
係
る
教
習
を
二
時
限
並
び
に
同
表
第
八
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号
及
び
第
九
号
に
掲
げ
る
事
項
に
係
る
教
習
を
一
時
限
行
う
こ
と
。

五

準
中
型
免
許
に
係
る
応
用
走
行
（
現
に
普
通
免
許
又
は
普
通
第
二
種
免
許
を

［
号
を
加
え
る
。
］

受
け
て
い
る
者
に
対
す
る
教
習
を
除
く
。
）

別
表
第
一
第
三
号
か
ら
第
六
号

ま
で
及
び
第
十
号
に
掲
げ
る
事
項
に
係
る
教
習
を
五
時
限
、
六
時
限
又
は
七
時

限
、
同
表
第
七
号
に
掲
げ
る
事
項
に
係
る
教
習
を
二
時
限
、
同
表
第
八
号
及
び

第
九
号
に
掲
げ
る
事
項
に
係
る
教
習
を
一
時
限
並
び
に
別
表
第
二
第
七
号
及
び

第
八
号
に
掲
げ
る
事
項
に
係
る
教
習
を
そ
れ
ぞ
れ
一
時
限
行
う
こ
と
。

六

準
中
型
免
許
に
係
る
学
科

（
現
に
普
通
免
許
を
受
け
て
い
る
者
（
現
に
普

［
号
を
加
え
る
。
］

（二）

通
第
二
種
免
許
を
受
け
て
い
る
者
を
除
く
。
）
に
対
す
る
教
習
に
限
る
。
）

別
表
第
五
第
二
号
に
掲
げ
る
事
項
に
係
る
教
習
を
一
時
限
行
う
こ
と
。

七

準
中
型
免
許
に
係
る
学
科

（
現
に
大
型
特
殊
免
許
、
大
型
特
殊
第
二
種
免

［
号
を
加
え
る
。
］

（二）

許
又
は
牽
引
第
二
種
免
許
を
受
け
て
い
る
者
（
現
に
普
通
免
許
又
は
普
通
第
二

け
ん

種
免
許
を
受
け
て
い
る
者
を
除
く
。
）
に
対
す
る
教
習
に
限
る
。
）

別
表
第

五
第
二
号
に
掲
げ
る
事
項
及
び
普
通
自
動
車
の
高
速
運
転
に
必
要
な
知
識
に
係

る
教
習
を
そ
れ
ぞ
れ
一
時
限
行
う
こ
と
。

八

準
中
型
免
許
に
係
る
学
科

（
現
に
普
通
免
許
、
大
型
特
殊
免
許
、
普
通
第

［
号
を
加
え
る
。
］

（二）

二
種
免
許
、
大
型
特
殊
第
二
種
免
許
又
は
牽
引
第
二
種
免
許
を
受
け
て
い
る
者

け
ん

に
対
す
る
教
習
を
除
く
。
）

別
表
第
五
第
二
号
に
掲
げ
る
事
項
に
係
る
教
習

を
二
時
限
及
び
普
通
自
動
車
の
高
速
運
転
に
必
要
な
知
識
に
係
る
教
習
を
一
時

限
行
う
こ
と
。

九

［
略
］

三

［
同
上
］

十

［
略
］

四

［
同
上
］

十
一

［
略
］

五

［
同
上
］

十
二

［
略
］

六

［
同
上
］
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十
三

［
略
］

七

［
同
上
］

十
四

［
略
］

八

［
同
上
］

十
五

［
略
］

九

［
同
上
］

（
教
習
方
法
の
基
準
の
細
目
）

（
教
習
方
法
の
基
準
の
細
目
）

第
三
条

府
令
第
三
十
三
条
第
五
項
第
一
号
ハ
（
府
令
第
三
十
四
条
の
三
第
一
項
第

第
三
条

府
令
第
三
十
三
条
第
四
項
第
一
号
ハ
（
府
令
第
三
十
四
条
の
三
第
一
項
第

二
号
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
国
家
公
安
委
員
会
規
則
で
定
め
る

二
号
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
国
家
公
安
委
員
会
規
則
で
定
め
る

教
習
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
区
分
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
当
該
各
号
に
定
め
る
も

教
習
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
区
分
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
当
該
各
号
に
定
め
る
も

の
と
す
る
。

の
と
す
る
。

一

大
型
免
許
、
中
型
免
許
又
は
準
中
型
免
許
に
係
る
技
能
教
習
（
現
に
中
型
免

一

大
型
免
許
又
は
中
型
免
許
に
係
る
技
能
教
習

別
表
第
一
第
八
号
に
掲
げ
る

許
、
準
中
型
免
許
、
中
型
第
二
種
免
許
又
は
普
通
第
二
種
免
許
を
受
け
て
い
る

事
項
の
一
部
に
つ
い
て
行
う
教
習
で
あ
っ
て
、
夜
間
対
向
車
の
灯
火
に
よ
り
眩げ

ん

者
に
対
す
る
技
能
教
習
を
除
く
。
）

別
表
第
一
第
八
号
に
掲
げ
る
事
項
の
一

惑
さ
れ
る
こ
と
そ
の
他
交
通
の
状
況
を
視
覚
に
よ
り
認
知
す
る
こ
と
が
困
難
に

部
に
つ
い
て
行
う
教
習
で
あ
っ
て
、
夜
間
対
向
車
の
灯
火
に
よ
り
眩
惑
さ
れ
る

な
る
こ
と
を
体
験
す
る
こ
と
に
よ
る
も
の
（
以
下
「
眩
惑
等
体
験
教
習
」
と
い

げ
ん

げ
ん

こ
と
そ
の
他
交
通
の
状
況
を
視
覚
に
よ
り
認
知
す
る
こ
と
が
困
難
に
な
る
こ
と

う
。
）

を
体
験
す
る
こ
と
に
よ
る
も
の
（
以
下
「
眩
惑
等
体
験
教
習
」
と
い
う
。
）

げ
ん

二

大
型
第
二
種
免
許
、
中
型
第
二
種
免
許
又
は
普
通
第
二
種
免
許
に
係
る
技
能

二

大
型
第
二
種
免
許
、
中
型
第
二
種
免
許
又
は
普
通
第
二
種
免
許
に
係
る
技
能

教
習
（
現
に
中
型
第
二
種
免
許
又
は
普
通
第
二
種
免
許
を
受
け
て
い
る
者
に
対

教
習

別
表
第
四
第
八
号
に
掲
げ
る
事
項
の
一
部
に
つ
い
て
行
う
眩
惑
等
体
験

げ
ん

す
る
技
能
教
習
を
除
く
。
）

別
表
第
四
第
八
号
に
掲
げ
る
事
項
の
一
部
に
つ

教
習

い
て
行
う
眩
惑
等
体
験
教
習

げ
ん

２

府
令
第
三
十
三
条
第
五
項
第
一
号
ニ
（
府
令
第
三
十
四
条
の
三
第
一
項
第
二
号

２

府
令
第
三
十
三
条
第
四
項
第
一
号
ニ
（
府
令
第
三
十
四
条
の
三
第
一
項
第
二
号

に
お
い
て
読
み
替
え
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
国
家
公
安
委
員
会
規
則
で

に
お
い
て
読
み
替
え
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
国
家
公
安
委
員
会
規
則
で

定
め
る
教
習
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
区
分
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
当
該
各
号
に
定

定
め
る
教
習
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
区
分
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
当
該
各
号
に
定

め
る
も
の
と
す
る
。

め
る
も
の
と
す
る
。

一

大
型
免
許
、
中
型
免
許
又
は
準
中
型
免
許
に
係
る
技
能
教
習
（
現
に
中
型
免

［
号
を
加
え
る
。
］
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許
、
準
中
型
免
許
、
中
型
第
二
種
免
許
又
は
普
通
第
二
種
免
許
を
受
け
て
い
る

者
に
対
す
る
技
能
教
習
に
限
る
。
）

別
表
第
一
第
十
号
に
掲
げ
る
事
項
に
係

る
教
習

二

大
型
免
許
又
は
中
型
免
許
に
係
る
技
能
教
習
（
現
に
中
型
免
許
、
準
中
型
免

一

大
型
免
許
又
は
中
型
免
許
に
係
る
技
能
教
習

別
表
第
一
第
六
号
、
第
七
号

許
、
中
型
第
二
種
免
許
又
は
普
通
第
二
種
免
許
を
受
け
て
い
る
者
に
対
す
る
技

及
び
第
十
号
に
掲
げ
る
事
項
に
係
る
教
習
（
同
表
第
七
号
に
掲
げ
る
事
項
に
係

能
教
習
を
除
く
。
）

別
表
第
一
第
六
号
、
第
七
号
及
び
第
十
号
に
掲
げ
る
事

る
教
習
に
あ
っ
て
は
、
当
該
教
習
の
一
部
と
し
て
行
う
他
人
の
運
転
を
観
察
さ

項
に
係
る
教
習
（
同
表
第
七
号
に
掲
げ
る
事
項
に
係
る
教
習
に
あ
っ
て
は
、
当

せ
る
こ
と
に
よ
る
教
習
（
以
下
「
観
察
教
習
」
と
い
う
。
）
に
限
る
。
）

該
教
習
の
一
部
と
し
て
行
う
他
人
の
運
転
を
観
察
さ
せ
る
こ
と
に
よ
る
教
習
（

以
下
「
観
察
教
習
」
と
い
う
。
）
に
限
る
。
）

三

準
中
型
免
許
に
係
る
技
能
教
習
（
現
に
普
通
免
許
を
受
け
て
い
る
者
（
現
に

［
号
を
加
え
る
。
］

普
通
第
二
種
免
許
を
受
け
て
い
る
者
を
除
く
。
）
に
対
す
る
技
能
教
習
に
限
る

。
）

別
表
第
一
第
六
号
、
第
七
号
及
び
第
十
号
に
掲
げ
る
事
項
に
係
る
教
習

（
同
表
第
七
号
に
掲
げ
る
事
項
に
係
る
教
習
に
あ
っ
て
は
、
当
該
教
習
の
一
部

と
し
て
行
う
観
察
教
習
に
限
る
。
）

四

準
中
型
免
許
に
係
る
技
能
教
習
（
現
に
普
通
免
許
又
は
普
通
第
二
種
免
許
を

［
号
を
加
え
る
。
］

受
け
て
い
る
者
に
対
す
る
技
能
教
習
を
除
く
。
）

別
表
第
一
第
六
号
、
第
七

号
及
び
第
十
号
に
掲
げ
る
事
項
、
別
表
第
二
第
四
号
に
掲
げ
る
事
項
（
駐
車
又

は
停
車
を
行
う
た
め
の
走
行
に
限
る
。
）
並
び
に
同
表
第
七
号
及
び
第
八
号
に

掲
げ
る
事
項
に
係
る
教
習
（
別
表
第
一
第
七
号
に
掲
げ
る
事
項
に
係
る
教
習
に

あ
っ
て
は
、
当
該
教
習
の
一
部
と
し
て
行
う
観
察
教
習
に
限
る
。
）

五

［
略
］

二

［
同
上
］

六

大
型
第
二
種
免
許
又
は
中
型
第
二
種
免
許
に
係
る
技
能
教
習
（
現
に
中
型
第

［
号
を
加
え
る
。
］

二
種
免
許
又
は
普
通
第
二
種
免
許
を
受
け
て
い
る
者
に
対
す
る
技
能
教
習
に
限

る
。
）

別
表
第
四
第
十
号
に
掲
げ
る
事
項
に
係
る
教
習
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七

大
型
第
二
種
免
許
、
中
型
第
二
種
免
許
又
は
普
通
第
二
種
免
許
に
係
る
技
能

三

大
型
第
二
種
免
許
、
中
型
第
二
種
免
許
又
は
普
通
第
二
種
免
許
に
係
る
技
能

教
習
（
現
に
中
型
第
二
種
免
許
又
は
普
通
第
二
種
免
許
を
受
け
て
い
る
者
に
対

教
習

別
表
第
四
第
五
号
、
第
七
号
及
び
第
十
号
に
掲
げ
る
事
項
に
係
る
教
習

す
る
技
能
教
習
を
除
く
。
）

別
表
第
四
第
五
号
、
第
七
号
及
び
第
十
号
に
掲

（
同
表
第
七
号
に
掲
げ
る
事
項
に
係
る
教
習
に
あ
っ
て
は
、
当
該
教
習
を
二
時

げ
る
事
項
に
係
る
教
習
（
同
表
第
七
号
に
掲
げ
る
事
項
に
係
る
教
習
に
あ
っ
て

限
連
続
し
て
行
っ
た
後
に
引
き
続
き
別
表
第
六
第
三
号
に
掲
げ
る
事
項
に
係
る

は
、
当
該
教
習
を
二
時
限
連
続
し
て
行
っ
た
後
に
引
き
続
き
別
表
第
六
第
三
号

教
習
を
行
う
場
合
に
お
け
る
も
の
又
は
別
表
第
四
第
七
号
に
掲
げ
る
事
項
に
係

に
掲
げ
る
事
項
に
係
る
教
習
を
行
う
場
合
に
お
け
る
も
の
又
は
別
表
第
四
第
七

る
教
習
の
一
部
と
し
て
行
う
観
察
教
習
に
限
る
。
）

号
に
掲
げ
る
事
項
に
係
る
教
習
の
一
部
と
し
て
行
う
観
察
教
習
に
限
る
。
）

３

府
令
第
三
十
三
条
第
五
項
第
一
号
ホ
（
府
令
第
三
十
四
条
の
三
第
一
項
第
二
号

３

府
令
第
三
十
三
条
第
四
項
第
一
号
ホ
（
府
令
第
三
十
四
条
の
三
第
一
項
第
二
号

に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
国
家
公
安
委
員
会
規
則
で
定
め
る
教
習

に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
国
家
公
安
委
員
会
規
則
で
定
め
る
教
習

は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
区
分
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
当
該
各
号
に
定
め
る
も
の
と

は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
区
分
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
当
該
各
号
に
定
め
る
も
の
と

す
る
。

す
る
。

一

大
型
免
許
、
中
型
免
許
又
は
準
中
型
免
許
に
係
る
技
能
教
習
（
現
に
中
型
免

［
号
を
加
え
る
。
］

許
、
準
中
型
免
許
、
中
型
第
二
種
免
許
又
は
普
通
第
二
種
免
許
を
受
け
て
い
る

者
に
対
す
る
技
能
教
習
に
限
る
。
）

別
表
第
一
第
三
号
に
掲
げ
る
事
項
に
係

る
教
習

二

大
型
免
許
又
は
中
型
免
許
に
係
る
技
能
教
習
（
現
に
中
型
免
許
、
準
中
型
免

一

大
型
免
許
又
は
中
型
免
許
に
係
る
技
能
教
習

別
表
第
一
第
三
号
及
び
第
七

許
、
中
型
第
二
種
免
許
又
は
普
通
第
二
種
免
許
を
受
け
て
い
る
者
に
対
す
る
技

号
か
ら
第
九
号
ま
で
に
掲
げ
る
事
項
に
係
る
教
習
（
同
表
第
七
号
に
掲
げ
る
事

能
教
習
を
除
く
。
）

別
表
第
一
第
三
号
及
び
第
七
号
か
ら
第
九
号
ま
で
に
掲

項
に
係
る
教
習
に
あ
っ
て
は
、
当
該
教
習
の
一
部
と
し
て
行
う
観
察
教
習
に
限

げ
る
事
項
に
係
る
教
習
（
同
表
第
七
号
に
掲
げ
る
事
項
に
係
る
教
習
に
あ
っ
て

る
。
）

は
、
当
該
教
習
の
一
部
と
し
て
行
う
観
察
教
習
に
限
る
。
）

三

準
中
型
免
許
に
係
る
技
能
教
習
（
現
に
普
通
免
許
を
受
け
て
い
る
者
（
現
に

［
号
を
加
え
る
。
］

普
通
第
二
種
免
許
を
受
け
て
い
る
者
を
除
く
。
）
に
対
す
る
技
能
教
習
に
限
る

。
）

別
表
第
一
第
三
号
及
び
第
七
号
か
ら
第
九
号
ま
で
に
掲
げ
る
事
項
に
係

る
教
習
（
同
表
第
七
号
に
掲
げ
る
事
項
に
係
る
教
習
に
あ
っ
て
は
、
当
該
教
習
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の
一
部
と
し
て
行
う
観
察
教
習
に
限
る
。
）

四

準
中
型
免
許
に
係
る
技
能
教
習
（
現
に
普
通
免
許
又
は
普
通
第
二
種
免
許
を

［
号
を
加
え
る
。
］

受
け
て
い
る
者
に
対
す
る
技
能
教
習
を
除
く
。
）

別
表
第
一
第
三
号
及
び
第

七
号
か
ら
第
九
号
ま
で
並
び
に
別
表
第
二
第
七
号
及
び
第
八
号
に
掲
げ
る
事
項

に
係
る
教
習
（
別
表
第
一
第
七
号
及
び
別
表
第
二
第
七
号
に
掲
げ
る
事
項
に
係

る
教
習
に
あ
っ
て
は
、
当
該
教
習
の
一
部
と
し
て
行
う
観
察
教
習
に
限
る
。
）

五

［
略
］

二

［
同
上
］

六

大
型
第
二
種
免
許
又
は
中
型
第
二
種
免
許
に
係
る
技
能
教
習
（
現
に
中
型
第

［
号
を
加
え
る
。
］

二
種
免
許
又
は
普
通
第
二
種
免
許
を
受
け
て
い
る
者
に
対
す
る
技
能
教
習
に
限

る
。
）

別
表
第
四
第
三
号
及
び
第
六
号
に
掲
げ
る
事
項
に
係
る
教
習

七

大
型
第
二
種
免
許
、
中
型
第
二
種
免
許
又
は
普
通
第
二
種
免
許
に
係
る
技
能

三

大
型
第
二
種
免
許
、
中
型
第
二
種
免
許
又
は
普
通
第
二
種
免
許
に
係
る
技
能

教
習
（
現
に
中
型
第
二
種
免
許
又
は
普
通
第
二
種
免
許
を
受
け
て
い
る
者
に
対

教
習

別
表
第
四
第
三
号
及
び
第
六
号
か
ら
第
九
号
ま
で
に
掲
げ
る
事
項
に
係

す
る
技
能
教
習
を
除
く
。
）

別
表
第
四
第
三
号
及
び
第
六
号
か
ら
第
九
号
ま

る
教
習
（
同
表
第
七
号
に
掲
げ
る
事
項
に
係
る
教
習
に
あ
っ
て
は
、
当
該
教
習

で
に
掲
げ
る
事
項
に
係
る
教
習
（
同
表
第
七
号
に
掲
げ
る
事
項
に
係
る
教
習
に

の
一
部
と
し
て
行
う
観
察
教
習
に
限
る
。
）

あ
っ
て
は
、
当
該
教
習
の
一
部
と
し
て
行
う
観
察
教
習
に
限
る
。
）

４

府
令
第
三
十
三
条
第
五
項
第
一
号
ヌ
（
府
令
第
三
十
四
条
の
三
第
一
項
第
二
号

４

府
令
第
三
十
三
条
第
四
項
第
一
号
ヌ
（
府
令
第
三
十
四
条
の
三
第
一
項
第
二
号

に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
国
家
公
安
委
員
会
規
則
で
定
め
る
教
習

に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
国
家
公
安
委
員
会
規
則
で
定
め
る
教
習

は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
区
分
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
当
該
各
号
に
定
め
る
も
の
と

は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
区
分
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
当
該
各
号
に
定
め
る
も
の
と

す
る
。

す
る
。

一

大
型
免
許
に
係
る
技
能
教
習
（
現
に
中
型
免
許
、
準
中
型
免
許
、
中
型
第
二

［
号
を
加
え
る
。
］

種
免
許
又
は
普
通
第
二
種
免
許
を
受
け
て
い
る
者
に
対
す
る
技
能
教
習
に
限
る

。
）

別
表
第
一
第
三
号
に
掲
げ
る
事
項
に
係
る
教
習

二

大
型
免
許
に
係
る
技
能
教
習
（
現
に
中
型
免
許
、
準
中
型
免
許
、
中
型
第
二

一

大
型
免
許
に
係
る
技
能
教
習

別
表
第
一
第
三
号
、
第
六
号
、
第
七
号
及
び
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種
免
許
又
は
普
通
第
二
種
免
許
を
受
け
て
い
る
者
に
対
す
る
技
能
教
習
を
除
く

第
九
号
に
掲
げ
る
事
項
に
係
る
教
習
（
同
表
第
七
号
に
掲
げ
る
事
項
に
係
る
教

。
）

別
表
第
一
第
三
号
、
第
六
号
、
第
七
号
及
び
第
九
号
に
掲
げ
る
事
項
に

習
に
あ
っ
て
は
、
当
該
教
習
の
一
部
と
し
て
行
う
荷
重
が
専
ら
貨
物
を
運
搬
す

係
る
教
習
（
同
表
第
七
号
に
掲
げ
る
事
項
に
係
る
教
習
に
あ
っ
て
は
、
当
該
教

る
構
造
の
自
動
車
（
以
下
「
貨
物
自
動
車
」
と
い
う
。
）
の
運
転
操
作
に
与
え

習
の
一
部
と
し
て
行
う
荷
重
が
貨
物
自
動
車
の
運
転
操
作
に
与
え
る
影
響
を
理

る
影
響
を
理
解
す
る
た
め
の
走
行
に
係
る
教
習
に
限
る
。
）

解
す
る
た
め
の
走
行
に
係
る
教
習
（
次
項
に
お
い
て
「
荷
重
教
習
」
と
い
う
。

）
に
限
る
。
）

三

大
型
第
二
種
免
許
に
係
る
技
能
教
習
（
現
に
中
型
第
二
種
免
許
又
は
普
通
第

［
号
を
加
え
る
。
］

二
種
免
許
を
受
け
て
い
る
者
に
対
す
る
技
能
教
習
に
限
る
。
）

別
表
第
四
第

三
号
及
び
第
六
号
に
掲
げ
る
事
項
に
係
る
教
習

四

大
型
第
二
種
免
許
に
係
る
技
能
教
習
（
現
に
中
型
第
二
種
免
許
又
は
普
通
第

二

大
型
第
二
種
免
許
に
係
る
技
能
教
習

別
表
第
四
第
三
号
、
第
五
号
、
第
六

二
種
免
許
を
受
け
て
い
る
者
に
対
す
る
技
能
教
習
を
除
く
。
）

別
表
第
四
第

号
及
び
第
九
号
に
掲
げ
る
事
項
に
係
る
教
習

三
号
、
第
五
号
、
第
六
号
及
び
第
九
号
に
掲
げ
る
事
項
に
係
る
教
習

５

府
令
第
三
十
三
条
第
五
項
第
一
号
ル
（
府
令
第
三
十
四
条
の
三
第
一
項
第
二
号

［
項
を
加
え
る
。
］

に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
国
家
公
安
委
員
会
規
則
で
定
め
る
教
習

は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
区
分
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
当
該
各
号
に
定
め
る
も
の
と

す
る
。

一

大
型
免
許
又
は
中
型
免
許
に
係
る
技
能
教
習
（
現
に
中
型
免
許
、
準
中
型
免

許
、
中
型
第
二
種
免
許
又
は
普
通
第
二
種
免
許
を
受
け
て
い
る
者
に
対
す
る
技

能
教
習
を
除
く
。
）

別
表
第
一
第
七
号
及
び
第
九
号
に
掲
げ
る
事
項
に
係
る

教
習
（
同
表
第
七
号
に
掲
げ
る
事
項
に
係
る
教
習
に
あ
っ
て
は
、
当
該
教
習
の

一
部
と
し
て
行
う
荷
重
教
習
に
限
る
。
）

二

大
型
第
二
種
免
許
又
は
中
型
第
二
種
免
許
に
係
る
技
能
教
習
（
現
に
中
型
第

二
種
免
許
又
は
普
通
第
二
種
免
許
を
受
け
て
い
る
者
に
対
す
る
技
能
教
習
に
限

る
。
）

別
表
第
四
第
三
号
及
び
第
六
号
に
掲
げ
る
事
項
に
係
る
教
習
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三

大
型
第
二
種
免
許
又
は
中
型
第
二
種
免
許
に
係
る
技
能
教
習
（
現
に
中
型
第

二
種
免
許
又
は
普
通
第
二
種
免
許
を
受
け
て
い
る
者
に
対
す
る
技
能
教
習
を
除

く
。
）

別
表
第
四
第
三
号
、
第
五
号
、
第
六
号
及
び
第
九
号
に
掲
げ
る
事
項

に
係
る
教
習

６

府
令
第
三
十
三
条
第
五
項
第
一
号
ヲ
（
府
令
第
三
十
四
条
の
三
第
一
項
第
二
号

５

府
令
第
三
十
三
条
第
四
項
第
一
号
ル
（
府
令
第
三
十
四
条
の
三
第
一
項
第
二
号

に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
国
家
公
安
委
員
会
規
則
で
定
め
る
教
習

に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
国
家
公
安
委
員
会
規
則
で
定
め
る
教
習

は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
区
分
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
当
該
各
号
に
定
め
る
も
の
と

は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
区
分
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
当
該
各
号
に
定
め
る
も
の
と

す
る
。

す
る
。

一

大
型
免
許
又
は
中
型
免
許
に
係
る
技
能
教
習
（
現
に
中
型
免
許
、
準
中
型
免

一

大
型
免
許
又
は
中
型
免
許
に
係
る
技
能
教
習

別
表
第
一
第
九
号
に
掲
げ
る

許
、
中
型
第
二
種
免
許
又
は
普
通
第
二
種
免
許
を
受
け
て
い
る
者
に
対
す
る
技

事
項
に
係
る
教
習

能
教
習
を
除
く
。
）

別
表
第
一
第
九
号
に
掲
げ
る
事
項
に
係
る
教
習

二

準
中
型
免
許
に
係
る
技
能
教
習
（
現
に
普
通
免
許
を
受
け
て
い
る
者
（
現
に

［
号
を
加
え
る
。
］

普
通
第
二
種
免
許
を
受
け
て
い
る
者
を
除
く
。
）
に
対
す
る
技
能
教
習
に
限
る

。
）

別
表
第
一
第
九
号
に
掲
げ
る
事
項
に
係
る
教
習

三

準
中
型
免
許
に
係
る
技
能
教
習
（
現
に
普
通
免
許
又
は
普
通
第
二
種
免
許
を

［
号
を
加
え
る
。
］

受
け
て
い
る
者
に
対
す
る
技
能
教
習
を
除
く
。
）

別
表
第
一
第
六
号
及
び
第

九
号
並
び
に
別
表
第
二
第
三
号
に
掲
げ
る
事
項
に
係
る
教
習
（
別
表
第
一
第
六

号
に
掲
げ
る
事
項
に
係
る
教
習
に
あ
っ
て
は
、
別
表
第
二
第
八
号
に
掲
げ
る
事

項
に
係
る
教
習
と
連
続
し
て
行
う
場
合
に
限
る
。
）

四

大
型
第
二
種
免
許
又
は
中
型
第
二
種
免
許
に
係
る
技
能
教
習
（
現
に
中
型
第

［
号
を
加
え
る
。
］

二
種
免
許
又
は
普
通
第
二
種
免
許
を
受
け
て
い
る
者
に
対
す
る
技
能
教
習
に
限

る
。
）

別
表
第
四
第
三
号
及
び
第
六
号
に
掲
げ
る
事
項
に
係
る
教
習

五

大
型
第
二
種
免
許
又
は
中
型
第
二
種
免
許
に
係
る
技
能
教
習
（
現
に
中
型
第

二

大
型
第
二
種
免
許
又
は
中
型
第
二
種
免
許
に
係
る
技
能
教
習

別
表
第
四
第

二
種
免
許
又
は
普
通
第
二
種
免
許
を
受
け
て
い
る
者
に
対
す
る
技
能
教
習
を
除

三
号
、
第
五
号
、
第
六
号
及
び
第
九
号
に
掲
げ
る
事
項
に
係
る
教
習
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く
。
）

別
表
第
四
第
三
号
、
第
五
号
、
第
六
号
及
び
第
九
号
に
掲
げ
る
事
項

に
係
る
教
習

７

府
令
第
三
十
三
条
第
五
項
第
一
号
ワ
（
府
令
第
三
十
四
条
の
三
第
一
項
第
二
号

［
項
を
加
え
る
。
］

に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
国
家
公
安
委
員
会
規
則
で
定
め
る
教
習

（
現
に
普
通
免
許
又
は
普
通
第
二
種
免
許
を
受
け
て
い
る
者
に
対
す
る
教
習
を
除

く
。
）
は
、
別
表
第
二
第
一
号
、
第
二
号
、
第
四
号
、
第
五
号
、
第
七
号
及
び
第

八
号
に
掲
げ
る
事
項
に
係
る
教
習
と
す
る
。

８

府
令
第
三
十
三
条
第
五
項
第
一
号
タ
（
府
令
第
三
十
四
条
の
三
第
一
項
第
二
号

６

府
令
第
三
十
三
条
第
四
項
第
一
号
カ
（
府
令
第
三
十
四
条
の
三
第
一
項
第
二
号

に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
国
家
公
安
委
員
会
規
則
で
定
め
る
教
習

に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
国
家
公
安
委
員
会
規
則
で
定
め
る
教
習

は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
区
分
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
当
該
各
号
に
定
め
る
も
の
と

は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
区
分
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
当
該
各
号
に
定
め
る
も
の
と

す
る
。

す
る
。

一

大
型
免
許
又
は
中
型
免
許
に
係
る
技
能
教
習
（
現
に
中
型
免
許
、
準
中
型
免

［
号
を
加
え
る
。
］

許
、
中
型
第
二
種
免
許
又
は
普
通
第
二
種
免
許
を
受
け
て
い
る
者
に
対
す
る
技

能
教
習
に
限
る
。
）

別
表
第
一
第
五
号
に
掲
げ
る
事
項
に
係
る
教
習

二

大
型
免
許
又
は
中
型
免
許
に
係
る
技
能
教
習
（
現
に
中
型
免
許
、
準
中
型
免

一

大
型
免
許
又
は
中
型
免
許
に
係
る
技
能
教
習

別
表
第
一
第
五
号
に
掲
げ
る

許
、
中
型
第
二
種
免
許
又
は
普
通
第
二
種
免
許
を
受
け
て
い
る
者
に
対
す
る
技

事
項
、
第
七
号
に
掲
げ
る
事
項
（
貨
物
自
動
車
の
運
転
に
係
る
危
険
を
予
測
し

能
教
習
を
除
く
。
）

別
表
第
一
第
五
号
に
掲
げ
る
事
項
、
同
表
第
七
号
に
掲

た
運
転
に
必
要
な
技
能
に
基
づ
く
走
行
を
除
く
。
）
並
び
に
第
八
号
及
び
第
九

げ
る
事
項
（
貨
物
自
動
車
の
運
転
に
係
る
危
険
を
予
測
し
た
運
転
（
以
下
こ
の

号
に
掲
げ
る
事
項
に
係
る
教
習
（
同
表
第
八
号
に
掲
げ
る
事
項
に
係
る
教
習
に

項
に
お
い
て
「
貨
物
自
動
車
の
危
険
予
測
運
転
」
と
い
う
。
）
に
必
要
な
技
能

あ
っ
て
は
、
夜
間
に
お
け
る
道
路
で
の
教
習
が
困
難
で
あ
る
場
合
に
お
い
て
日

に
基
づ
く
走
行
を
除
く
。
）
並
び
に
同
表
第
八
号
及
び
第
九
号
に
掲
げ
る
事
項

没
時
に
近
接
し
た
時
間
に
自
動
車
教
習
所
の
コ
ー
ス
そ
の
他
の
設
備
を
用
い
て

に
係
る
教
習
（
同
表
第
八
号
に
掲
げ
る
事
項
に
係
る
教
習
に
あ
っ
て
は
夜
間
に

都
道
府
県
公
安
委
員
会
が
適
当
と
認
め
る
方
法
に
よ
り
行
う
も
の
又
は
同
号
に

お
け
る
道
路
で
の
教
習
が
困
難
で
あ
る
場
合
に
お
い
て
日
没
時
に
近
接
し
た
時

掲
げ
る
事
項
の
一
部
に
つ
い
て
行
う
眩
惑
等
体
験
教
習
に
限
り
、
同
表
第
九
号

げ
ん

間
に
自
動
車
教
習
所
の
コ
ー
ス
そ
の
他
の
設
備
を
用
い
て
都
道
府
県
公
安
委
員

に
掲
げ
る
事
項
に
係
る
教
習
に
あ
っ
て
は
、
自
動
車
教
習
所
の
コ
ー
ス
そ
の
他

会
が
適
当
と
認
め
る
方
法
に
よ
り
行
う
教
習
（
第
五
号
及
び
第
八
号
に
お
い
て

の
設
備
に
お
い
て
凍
結
の
状
態
に
あ
る
路
面
で
の
走
行
に
係
る
教
習
を
行
う
場
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「
日
没
時
教
習
」
と
い
う
。
）
又
は
同
表
第
八
号
に
掲
げ
る
事
項
の
一
部
に
つ

合
に
限
る
。
）

い
て
行
う
眩
惑
等
体
験
教
習
に
限
り
、
同
表
第
九
号
に
掲
げ
る
事
項
に
係
る
教

げ
ん

習
に
あ
っ
て
は
自
動
車
教
習
所
の
コ
ー
ス
そ
の
他
の
設
備
に
お
い
て
凍
結
の
状

態
に
あ
る
路
面
で
の
走
行
に
係
る
教
習
（
第
五
号
及
び
第
八
号
に
お
い
て
「
凍

結
路
面
教
習
」
と
い
う
。
）
を
行
う
場
合
に
限
る
。
第
四
号
に
お
い
て
同
じ
。

）
三

準
中
型
免
許
に
係
る
技
能
教
習
（
現
に
普
通
第
二
種
免
許
を
受
け
て
い
る
者

［
号
を
加
え
る
。
］

に
対
す
る
技
能
教
習
に
限
る
。
）

別
表
第
一
第
三
号
及
び
第
五
号
に
掲
げ
る

事
項
に
係
る
教
習

四

準
中
型
免
許
に
係
る
技
能
教
習
（
現
に
普
通
免
許
を
受
け
て
い
る
者
（
現
に

［
号
を
加
え
る
。
］

普
通
第
二
種
免
許
を
受
け
て
い
る
者
を
除
く
。
）
に
対
す
る
技
能
教
習
に
限
る

。
）

別
表
第
一
第
三
号
及
び
第
五
号
に
掲
げ
る
事
項
、
同
表
第
七
号
に
掲
げ

る
事
項
（
貨
物
自
動
車
の
危
険
予
測
運
転
に
必
要
な
技
能
に
基
づ
く
走
行
（
交

通
の
状
況
を
聴
覚
に
よ
り
認
知
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
状
態
で
行
う
運
転
に
係

る
危
険
を
予
測
し
た
運
転
に
必
要
な
技
能
に
基
づ
く
走
行
を
除
く
。
）
を
除
く

。
）
並
び
に
同
表
第
八
号
及
び
第
九
号
に
掲
げ
る
事
項
に
係
る
教
習

五

準
中
型
免
許
に
係
る
技
能
教
習
（
現
に
普
通
免
許
又
は
普
通
第
二
種
免
許
を

［
号
を
加
え
る
。
］

受
け
て
い
る
者
に
対
す
る
技
能
教
習
を
除
く
。
）

別
表
第
一
第
三
号
及
び
第

五
号
に
掲
げ
る
事
項
、
同
表
第
七
号
に
掲
げ
る
事
項
（
貨
物
自
動
車
の
危
険
予

測
運
転
に
必
要
な
技
能
に
基
づ
く
走
行
（
交
通
の
状
況
を
聴
覚
に
よ
り
認
知
す

る
こ
と
が
で
き
な
い
状
態
で
行
う
運
転
に
係
る
危
険
を
予
測
し
た
運
転
に
必
要

な
技
能
に
基
づ
く
走
行
を
除
く
。
）
を
除
く
。
）
並
び
に
同
表
第
八
号
及
び
第

九
号
並
び
に
別
表
第
二
第
四
号
に
掲
げ
る
事
項
、
同
表
第
五
号
に
掲
げ
る
事
項

（
方
向
変
換
及
び
縦
列
駐
車
を
行
う
た
め
の
走
行
に
限
る
。
）
及
び
同
表
第
七
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号
に
掲
げ
る
事
項
に
係
る
教
習
（
別
表
第
一
第
八
号
に
掲
げ
る
事
項
に
係
る
教

習
に
あ
っ
て
は
日
没
時
教
習
又
は
同
号
に
掲
げ
る
事
項
の
一
部
に
つ
い
て
行
う

眩
惑
等
体
験
教
習
に
限
り
、
同
表
第
九
号
に
掲
げ
る
事
項
に
係
る
教
習
に
あ
っ

げ
んて

は
凍
結
路
面
教
習
を
行
う
場
合
に
限
り
、
別
表
第
二
第
四
号
に
掲
げ
る
事
項

に
係
る
教
習
に
あ
っ
て
は
コ
ー
ス
に
お
い
て
教
習
を
行
う
こ
と
に
よ
り
道
路
に

お
い
て
行
う
教
習
と
同
等
の
教
習
効
果
を
あ
げ
る
こ
と
が
で
き
る
と
認
め
ら
れ

る
も
の
に
限
り
、
同
表
第
七
号
に
掲
げ
る
事
項
に
係
る
教
習
に
あ
っ
て
は
交
通

の
状
況
を
聴
覚
に
よ
り
認
知
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
状
態
で
行
う
運
転
に
係
る

危
険
を
予
測
し
た
運
転
に
必
要
な
技
能
に
基
づ
く
走
行
に
係
る
教
習
を
行
う
場

合
に
限
る
。
）

六

［
略
］

二

［
同
上
］

七

大
型
第
二
種
免
許
、
中
型
第
二
種
免
許
又
は
普
通
第
二
種
免
許
に
係
る
技
能

［
号
を
加
え
る
。
］

教
習
（
現
に
中
型
第
二
種
免
許
又
は
普
通
第
二
種
免
許
を
受
け
て
い
る
者
に
対

す
る
技
能
教
習
に
限
る
。
）

別
表
第
四
第
六
号
に
掲
げ
る
事
項
に
係
る
教
習

八

大
型
第
二
種
免
許
、
中
型
第
二
種
免
許
又
は
普
通
第
二
種
免
許
に
係
る
技
能

三

大
型
第
二
種
免
許
、
中
型
第
二
種
免
許
又
は
普
通
第
二
種
免
許
に
係
る
技
能

教
習
（
現
に
中
型
第
二
種
免
許
又
は
普
通
第
二
種
免
許
を
受
け
て
い
る
者
に
対

教
習

別
表
第
四
第
六
号
、
第
八
号
及
び
第
九
号
に
掲
げ
る
事
項
に
係
る
教
習

す
る
技
能
教
習
を
除
く
。
）

別
表
第
四
第
六
号
、
第
八
号
及
び
第
九
号
に
掲

（
同
表
第
八
号
に
掲
げ
る
事
項
に
係
る
教
習
に
あ
っ
て
は
、
夜
間
に
お
け
る
道

げ
る
事
項
に
係
る
教
習
（
同
表
第
八
号
に
掲
げ
る
事
項
に
係
る
教
習
に
あ
っ
て

路
で
の
教
習
が
困
難
で
あ
る
場
合
に
お
い
て
日
没
時
に
近
接
し
た
時
間
に
自
動

は
日
没
時
教
習
又
は
同
号
に
掲
げ
る
事
項
の
一
部
に
つ
い
て
行
う
眩
惑
等
体
験

車
教
習
所
の
コ
ー
ス
そ
の
他
の
設
備
を
用
い
て
都
道
府
県
公
安
委
員
会
が
適
当

げ
ん

教
習
に
限
り
、
同
表
第
九
号
に
掲
げ
る
事
項
に
係
る
教
習
に
あ
っ
て
は
凍
結
路

と
認
め
る
方
法
に
よ
り
行
う
も
の
又
は
同
号
に
掲
げ
る
事
項
の
一
部
に
つ
い
て

面
教
習
を
行
う
場
合
に
限
る
。
）

行
う
眩
惑
等
体
験
教
習
に
限
り
、
同
表
第
九
号
に
掲
げ
る
事
項
に
係
る
教
習
に

げ
ん

あ
っ
て
は
、
自
動
車
教
習
所
の
コ
ー
ス
そ
の
他
の
設
備
に
お
い
て
凍
結
の
状
態

に
あ
る
路
面
で
の
走
行
に
係
る
教
習
を
行
う
場
合
に
限
る
。
）
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第
四
条

前
条
に
規
定
す
る
も
の
の
ほ
か
、
大
型
免
許
に
係
る
技
能
教
習
は
、
次
に

第
四
条

［
同
上
］

掲
げ
る
と
こ
ろ
に
よ
り
行
う
も
の
と
す
る
。

一

府
令
第
三
十
三
条
第
五
項
第
一
号
ニ
に
規
定
す
る
複
数
教
習
の
教
習
時
間
は

一

府
令
第
三
十
三
条
第
四
項
第
一
号
ニ
に
規
定
す
る
複
数
教
習
の
教
習
時
間
は

、
四
時
限
を
超
え
な
い
こ
と
。
た
だ
し
、
現
に
中
型
免
許
、
準
中
型
免
許
、
中

、
四
時
限
を
超
え
な
い
こ
と
。
た
だ
し
、
現
に
中
型
免
許
、
中
型
第
二
種
免
許

型
第
二
種
免
許
若
し
く
は
普
通
第
二
種
免
許
又
は
普
通
免
許
を
受
け
て
い
る
者

若
し
く
は
普
通
第
二
種
免
許
又
は
普
通
免
許
を
受
け
て
い
る
者
に
対
す
る
教
習

に
対
す
る
教
習
に
あ
っ
て
は
、
そ
れ
ぞ
れ
一
時
限
又
は
三
時
限
を
超
え
な
い
こ

に
あ
っ
て
は
、
そ
れ
ぞ
れ
一
時
限
又
は
三
時
限
を
超
え
な
い
こ
と
。

と
。

二

府
令
第
三
十
三
条
第
五
項
第
一
号
ホ
に
規
定
す
る
運
転
シ
ミ
ュ
レ
ー
タ
ー
に

二

府
令
第
三
十
三
条
第
四
項
第
一
号
ホ
に
規
定
す
る
運
転
シ
ミ
ュ
レ
ー
タ
ー
に

よ
る
教
習
の
教
習
時
間
は
、
基
本
操
作
及
び
基
本
走
行
に
あ
っ
て
は
一
時
限
、

よ
る
教
習
の
教
習
時
間
は
、
基
本
操
作
及
び
基
本
走
行
に
あ
っ
て
は
一
時
限
、

応
用
走
行
に
あ
っ
て
は
二
時
限
を
超
え
な
い
こ
と
。

応
用
走
行
に
あ
っ
て
は
二
時
限
を
超
え
な
い
こ
と
。

三

府
令
第
三
十
三
条
第
五
項
第
一
号
チ
に
規
定
す
る
模
擬
運
転
装
置
（
運
転
シ

三

府
令
第
三
十
三
条
第
四
項
第
一
号
チ
に
規
定
す
る
模
擬
運
転
装
置
（
運
転
シ

ミ
ュ
レ
ー
タ
ー
を
除
く
。
）
に
よ
る
教
習
は
、
別
表
第
一
第
一
号
に
掲
げ
る
事

ミ
ュ
レ
ー
タ
ー
を
除
く
。
）
に
よ
る
教
習
は
、
別
表
第
一
第
一
号
に
掲
げ
る
事

項
に
つ
い
て
の
み
行
う
こ
と
。

項
に
つ
い
て
の
み
行
う
こ
と
。

四

府
令
第
三
十
三
条
第
五
項
第
一
号
ヌ
に
規
定
す
る
中
型
自
動
車
を
使
用
し
て

四

府
令
第
三
十
三
条
第
四
項
第
一
号
ヌ
に
規
定
す
る
中
型
自
動
車
を
使
用
し
て

行
う
教
習
の
教
習
時
間
は
、
基
本
操
作
及
び
基
本
走
行
に
あ
っ
て
は
一
時
限
、

行
う
教
習
の
教
習
時
間
は
、
基
本
操
作
及
び
基
本
走
行
に
あ
っ
て
は
一
時
限
、

応
用
走
行
に
あ
っ
て
は
三
時
限
を
超
え
な
い
こ
と
。

応
用
走
行
に
あ
っ
て
は
三
時
限
を
超
え
な
い
こ
と
。

五

府
令
第
三
十
三
条
第
五
項
第
一
号
ル
に
規
定
す
る
準
中
型
自
動
車
を
使
用
し

［
号
を
加
え
る
。
］

て
行
う
教
習
の
教
習
時
間
は
、
二
時
限
を
超
え
な
い
こ
と
。

六

府
令
第
三
十
三
条
第
五
項
第
一
号
ヲ
に
規
定
す
る
普
通
自
動
車
を
使
用
し
て

五

府
令
第
三
十
三
条
第
四
項
第
一
号
ル
に
規
定
す
る
普
通
自
動
車
を
使
用
し
て

行
う
教
習
の
教
習
時
間
は
、
一
時
限
を
超
え
な
い
こ
と
。

行
う
教
習
の
教
習
時
間
は
、
一
時
限
を
超
え
な
い
こ
と
。

七

府
令
第
三
十
三
条
第
五
項
第
一
号
タ
の
規
定
に
よ
り
道
路
に
お
い
て
行
う
こ

六

府
令
第
三
十
三
条
第
四
項
第
一
号
カ
の
規
定
に
よ
り
道
路
に
お
い
て
行
う
こ

と
と
さ
れ
る
教
習
は
、
府
令
別
表
第
四
の
一
の
表
に
お
い
て
現
に
受
け
て
い
る

と
と
さ
れ
る
教
習
は
、
府
令
別
表
第
四
の
一
の
表
に
お
い
て
現
に
受
け
て
い
る

免
許
の
有
無
及
び
種
類
に
応
じ
規
定
す
る
応
用
走
行
の
教
習
時
間
か
ら
三
時
限

免
許
の
有
無
及
び
種
類
に
応
じ
規
定
す
る
応
用
走
行
の
教
習
時
間
か
ら
三
時
限

（
運
転
シ
ミ
ュ
レ
ー
タ
ー
に
よ
る
教
習
を
行
う
場
合
に
あ
っ
て
は
、
三
時
限
に

（
運
転
シ
ミ
ュ
レ
ー
タ
ー
に
よ
る
教
習
を
行
う
場
合
に
あ
っ
て
は
、
三
時
限
に
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当
該
教
習
に
係
る
時
限
数
を
加
え
た
時
限
数
）
を
減
じ
た
時
限
数
（
現
に
中
型

当
該
教
習
に
係
る
時
限
数
を
加
え
た
時
限
数
）
を
減
じ
た
時
限
数
（
現
に
中
型

免
許
、
準
中
型
免
許
、
中
型
第
二
種
免
許
又
は
普
通
第
二
種
免
許
を
受
け
て
い

免
許
、
中
型
第
二
種
免
許
又
は
普
通
第
二
種
免
許
を
受
け
て
い
る
者
に
対
す
る

る
者
に
対
す
る
教
習
に
あ
っ
て
は
、
一
時
限
（
運
転
シ
ミ
ュ
レ
ー
タ
ー
に
よ
る

教
習
に
あ
っ
て
は
、
一
時
限
（
運
転
シ
ミ
ュ
レ
ー
タ
ー
に
よ
る
教
習
を
行
う
場

教
習
を
行
う
場
合
に
あ
っ
て
は
、
一
時
限
に
当
該
教
習
に
係
る
時
限
数
を
加
え

合
に
あ
っ
て
は
、
一
時
限
に
当
該
教
習
に
係
る
時
限
数
を
加
え
た
時
限
数
）
を

た
時
限
数
）
を
減
じ
た
時
限
数
）
以
上
行
う
こ
と
。

減
じ
た
時
限
数
）
以
上
行
う
こ
と
。

２

前
項
の
規
定
（
第
四
号
を
除
く
。
）
は
、
中
型
免
許
に
係
る
技
能
教
習
に
つ
い

２

前
項
の
規
定
（
第
四
号
を
除
く
。
）
は
、
中
型
免
許
に
係
る
技
能
教
習
に
つ
い

て
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
規
定
中
同
表
の

て
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
同
項
第
一
号
中
「
中
型
免
許
、
中
型
第
二

中
欄
に
掲
げ
る
字
句
は
、
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
字
句
に
読
み
替
え
る

種
免
許
若
し
く
は
普
通
第
二
種
免
許
」
と
あ
る
の
は
「
普
通
第
二
種
免
許
」
と
、

も
の
と
す
る
。

同
項
第
六
号
中
「
中
型
免
許
、
中
型
第
二
種
免
許
又
は
普
通
第
二
種
免
許
」
と
あ

前
項
第
一
号

中
型
免
許
、
準
中
型
免
許
、
中

準
中
型
免
許
若
し
く

る
の
は
「
普
通
第
二
種
免
許
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

型
第
二
種
免
許
若
し
く
は
普
通

は
普
通
第
二
種
免
許

第
二
種
免
許

前
項
第
七
号

中
型
免
許
、
準
中
型
免
許
、
中

準
中
型
免
許
又
は
普

型
第
二
種
免
許
又
は
普
通
第
二

通
第
二
種
免
許

種
免
許

３

前
項
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
て
準
用
す
る
第
一
項
に
規
定
す
る
も
の
の
ほ
か

３

前
項
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
て
準
用
す
る
第
一
項
に
規
定
す
る
も
の
の
ほ
か

、
中
型
免
許
に
係
る
技
能
教
習
に
つ
い
て
は
、
府
令
第
三
十
三
条
第
五
項
第
一
号

、
中
型
免
許
に
係
る
技
能
教
習
に
つ
い
て
は
、
府
令
第
三
十
三
条
第
四
項
第
一
号

リ
に
規
定
す
る
無
線
指
導
装
置
に
よ
る
教
習
は
、
別
表
第
一
第
二
号
に
掲
げ
る
事

リ
に
規
定
す
る
無
線
指
導
装
置
に
よ
る
教
習
は
別
表
第
一
第
二
号
に
掲
げ
る
事
項

項
で
あ
っ
て
、
交
差
点
の
通
行
（
左
折
及
び
右
折
を
含
む
。
以
下
同
じ
。
）
そ
の

で
あ
っ
て
、
交
差
点
の
通
行
（
左
折
及
び
右
折
を
含
む
。
以
下
同
じ
。
）
そ
の
他

他
の
無
線
指
導
装
置
を
用
い
て
教
習
を
行
う
こ
と
に
よ
り
教
習
指
導
員
が
自
動
車

の
無
線
指
導
装
置
を
用
い
て
教
習
を
行
う
こ
と
に
よ
り
教
習
指
導
員
が
自
動
車
に

に
同
乗
し
て
行
う
教
習
と
同
等
の
教
習
効
果
を
あ
げ
る
こ
と
が
で
き
る
と
認
め
ら

同
乗
し
て
行
う
教
習
と
同
等
の
教
習
効
果
を
あ
げ
る
こ
と
が
で
き
る
と
認
め
ら
れ

れ
る
も
の
に
つ
い
て
の
み
行
う
も
の
と
す
る
。

る
も
の
に
つ
い
て
の
み
行
う
も
の
と
す
る
。

４

第
一
項
の
規
定
（
第
四
号
及
び
第
五
号
を
除
く
。
）
及
び
前
項
の
規
定
は
、
準

４

第
一
項
の
規
定
（
第
一
号
た
だ
し
書
、
第
四
号
及
び
第
五
号
を
除
く
。
）
及
び

中
型
免
許
に
係
る
技
能
教
習
に
つ
い
て
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
次
の

前
項
の
規
定
は
、
普
通
免
許
に
係
る
技
能
教
習
に
つ
い
て
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
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表
の
上
欄
に
掲
げ
る
規
定
中
同
表
の
中
欄
に
掲
げ
る
字
句
は
、
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の

に
お
い
て
、
第
一
項
第
一
号
本
文
中
「
四
時
限
」
と
あ
る
の
は
「
六
時
限
」
と
、

下
欄
に
掲
げ
る
字
句
に
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

同
項
第
二
号
中
「
基
本
操
作
及
び
基
本
走
行
に
あ
っ
て
は
一
時
限
、
応
用
走
行
に

第
一
項
第
一
号

四
時
限

別
表
第
一
に
掲
げ
る

あ
っ
て
は
二
時
限
」
と
あ
る
の
は
「
四
時
限
」
と
、
同
項
第
三
号
中
「
別
表
第
一

事
項
に
あ
っ
て
は
五

」
と
あ
る
の
は
「
別
表
第
二
」
と
、
同
項
第
六
号
中
「
三
時
限
」
と
あ
る
の
は
「

時
限
、
別
表
第
二
に

四
時
限
」
と
、
「
時
限
数
（
現
に
中
型
免
許
、
中
型
第
二
種
免
許
又
は
普
通
第
二

掲
げ
る
事
項
に
あ
っ

種
免
許
を
受
け
て
い
る
者
に
対
す
る
教
習
に
あ
っ
て
は
、
一
時
限
（
運
転
シ
ミ
ュ

て
は
三
時
限

レ
ー
タ
ー
に
よ
る
教
習
を
行
う
場
合
に
あ
っ
て
は
、
一
時
限
に
当
該
教
習
に
係
る

中
型
免
許
、
準
中
型
免
許
、
中

普
通
第
二
種
免
許

時
限
数
を
加
え
た
時
限
数
）
を
減
じ
た
時
限
数
）
」
と
あ
る
の
は
「
時
限
数
」
と

型
第
二
種
免
許
若
し
く
は
普
通

、
前
項
中
「
前
項
」
と
あ
る
の
は
「
第
四
項
」
と
、
「
別
表
第
一
第
二
号
」
と
あ

第
二
種
免
許

る
の
は
「
別
表
第
二
第
二
号
又
は
第
三
号
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

第
一
項
第
二
号

基
本
操
作
及
び
基
本
走
行
に
あ

別
表
第
一
に
掲
げ
る

っ
て
は
一
時
限
、
応
用
走
行
に

事
項
に
あ
っ
て
は
三

あ
っ
て
は
二
時
限

時
限
、
別
表
第
二
に

掲
げ
る
事
項
に
あ
っ

て
は
二
時
限
を
超
え

な
い
こ
と
。
た
だ
し

、
現
に
普
通
免
許
又

は
普
通
第
二
種
免
許

を
受
け
て
い
る
者
に

対
す
る
教
習
に
あ
っ

て
は
、
そ
れ
ぞ
れ
三

時
限
又
は
一
時
限

第
一
項
第
三
号

別
表
第
一
第
一
号

別
表
第
一
第
一
号
及

び
別
表
第
二
第
一
号
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行
う
こ
と

行
う
こ
と
。
た
だ
し

、
現
に
普
通
免
許
又

は
普
通
第
二
種
免
許

を
受
け
て
い
る
者
に

対
す
る
教
習
に
あ
っ

て
は
、
別
表
第
一
第

一
号
に
掲
げ
る
事
項

に
つ
い
て
の
み
行
う

こ
と

第
一
項
第
六
号

一
時
限

四
時
限
（
現
に
普
通

免
許
を
受
け
て
い
る

者
（
現
に
普
通
第
二

種
免
許
を
受
け
て
い

る
者
を
除
く
。
）
に

対
す
る
教
習
に
あ
っ

て
は
、
一
時
限
）

第
一
項
第
七
号

三
時
限

七
時
限

中
型
免
許
、
準
中
型
免
許
、
中

普
通
免
許
を
受
け
て

型
第
二
種
免
許
又
は
普
通
第
二

い
る
者
（
現
に
普
通

種
免
許
を
受
け
て
い
る
者

第
二
種
免
許
を
受
け

て
い
る
者
を
除
く
。

）

教
習
に
あ
っ
て
は
、
一
時
限

教
習
に
あ
っ
て
は
四

時
限
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一
時
限
に

四
時
限
に

を
減
じ
た
時
限
数
）

を
減
じ
た
時
限
数
、

現
に
普
通
第
二
種
免

許
を
受
け
て
い
る
者

に
対
す
る
教
習
に
あ

っ
て
は
二
時
限
（
運

転
シ
ミ
ュ
レ
ー
タ
ー

に
よ
る
教
習
を
行
う

場
合
に
あ
っ
て
は
、

二
時
限
に
当
該
教
習

に
係
る
時
限
数
を
加

え
た
時
限
数
）
を
減

じ
た
時
限
数
）

前
項

前
項

次
項

別
表
第
一
第
二
号

別
表
第
一
第
二
号
又

は
別
表
第
二
第
二
号

若
し
く
は
第
三
号

行
う
も
の
と
す
る

行
う
も
の
と
し
、
当

該
無
線
指
導
装
置
に

よ
る
教
習
の
教
習
時

間
は
、
別
表
第
一
第

二
号
に
掲
げ
る
事
項

に
係
る
教
習
に
あ
っ

て
は
一
時
限
、
別
表
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第
二
第
二
号
又
は
第

三
号
に
掲
げ
る
事
項

に
係
る
教
習
に
あ
っ

て
は
三
時
限
（
現
に

普
通
免
許
又
は
普
通

第
二
種
免
許
を
受
け

て
い
る
者
に
対
す
る

教
習
に
あ
っ
て
は
、

一
時
限
）
を
超
え
な

い
こ
と

５

前
項
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
て
準
用
す
る
第
一
項
及
び
第
三
項
に
規
定
す
る

［
項
を
加
え
る
。
］

も
の
の
ほ
か
、
準
中
型
免
許
に
係
る
技
能
教
習
に
つ
い
て
は
、
府
令
第
三
十
三
条

第
五
項
第
一
号
ワ
に
規
定
す
る
普
通
自
動
車
を
使
用
し
な
け
れ
ば
教
習
効
果
を
あ

げ
る
こ
と
が
で
き
な
い
教
習
の
教
習
時
間
は
、
基
本
操
作
及
び
基
本
走
行
に
あ
っ

て
は
十
二
時
限
（
現
に
大
型
特
殊
免
許
若
し
く
は
大
型
特
殊
第
二
種
免
許
（
カ
タ

ピ
ラ
を
有
す
る
大
型
特
殊
自
動
車
の
み
に
係
る
大
型
特
殊
免
許
又
は
大
型
特
殊
第

二
種
免
許
を
除
く
。
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
又
は
大
型
二
輪
免
許
若
し

く
は
普
通
二
輪
免
許
を
受
け
て
い
る
者
に
対
す
る
教
習
に
あ
っ
て
は
、
そ
れ
ぞ
れ

七
時
限
又
は
十
時
限
）
以
上
、
応
用
走
行
に
あ
っ
て
は
十
二
時
限
（
現
に
大
型
特

殊
免
許
又
は
大
型
特
殊
第
二
種
免
許
を
受
け
て
い
る
者
に
対
す
る
教
習
に
あ
っ
て

は
、
七
時
限
）
以
上
行
う
も
の
と
す
る
。

６

第
一
項
の
規
定
（
第
一
号
た
だ
し
書
及
び
第
四
号
か
ら
第
六
号
ま
で
を
除
く
。

［
項
を
加
え
る
。
］

）
及
び
第
三
項
の
規
定
は
、
普
通
免
許
に
係
る
技
能
教
習
に
つ
い
て
準
用
す
る
。

こ
の
場
合
に
お
い
て
、
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
規
定
中
同
表
の
中
欄
に
掲
げ
る
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字
句
は
、
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
字
句
に
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

第
一
項
第
一
号

四
時
限

六
時
限

第
一
項
第
二
号

基
本
操
作
及
び
基
本
走
行
に
あ

四
時
限

っ
て
は
一
時
限
、
応
用
走
行
に

あ
っ
て
は
二
時
限

第
一
項
第
三
号

別
表
第
一
第
一
号

別
表
第
二
第
一
号

第
一
項
第
七
号

三
時
限

四
時
限

時
限
数
（
現
に
中
型
免
許
、
準

時
限
数

中
型
免
許
、
中
型
第
二
種
免
許

又
は
普
通
第
二
種
免
許
を
受
け

て
い
る
者
に
対
す
る
教
習
に
あ

っ
て
は
、
一
時
限
（
運
転
シ
ミ

ュ
レ
ー
タ
ー
に
よ
る
教
習
を
行

う
場
合
に
あ
っ
て
は
、
一
時
限

に
当
該
教
習
に
係
る
時
限
数
を

加
え
た
時
限
数
）
を
減
じ
た
時

限
数
）

第
三
項

前
項

第
六
項

別
表
第
一
第
二
号

別
表
第
二
第
二
号
又

は
第
三
号

７

大
型
二
輪
免
許
及
び
普
通
二
輪
免
許
に
係
る
技
能
教
習
は
、
次
に
掲
げ
る
と
こ

５

［
同
上
］

ろ
に
よ
り
行
う
も
の
と
す
る
。

一

府
令
第
三
十
三
条
第
五
項
第
一
号
ヘ
の
規
定
に
よ
り
行
う
教
習
は
、
別
表
第

一

府
令
第
三
十
三
条
第
四
項
第
一
号
ヘ
の
規
定
に
よ
り
行
う
教
習
は
、
別
表
第

三
第
四
号
又
は
第
六
号
に
掲
げ
る
事
項
に
係
る
教
習
で
あ
っ
て
、
自
動
車
に
よ

三
第
四
号
又
は
第
六
号
に
掲
げ
る
事
項
に
係
る
教
習
で
あ
っ
て
、
自
動
車
に
よ
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る
教
習
を
行
う
こ
と
が
困
難
で
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
も
の
と
す
る
こ
と
。

る
教
習
を
行
う
こ
と
が
困
難
で
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
も
の
と
す
る
こ
と
。

二

府
令
第
三
十
三
条
第
五
項
第
一
号
ト
の
規
定
に
よ
り
行
う
教
習
は
、
別
表
第

二

府
令
第
三
十
三
条
第
四
項
第
一
号
ト
の
規
定
に
よ
り
行
う
教
習
は
、
別
表
第

三
第
二
号
、
第
四
号
、
第
五
号
又
は
第
六
号
に
掲
げ
る
事
項
に
係
る
教
習
で
あ

三
第
二
号
、
第
四
号
、
第
五
号
又
は
第
六
号
に
掲
げ
る
事
項
に
係
る
教
習
で
あ

っ
て
、
カ
ー
ブ
に
お
け
る
安
全
な
速
度
で
の
走
行
そ
の
他
の
運
転
シ
ミ
ュ
レ
ー

っ
て
、
カ
ー
ブ
に
お
け
る
安
全
な
速
度
で
の
走
行
そ
の
他
の
運
転
シ
ミ
ュ
レ
ー

タ
ー
に
よ
り
行
う
こ
と
に
よ
り
自
動
車
に
よ
る
教
習
と
同
等
の
教
習
効
果
を
あ

タ
ー
に
よ
り
行
う
こ
と
に
よ
り
自
動
車
に
よ
る
教
習
と
同
等
の
教
習
効
果
を
あ

げ
る
こ
と
が
で
き
る
と
認
め
ら
れ
る
も
の
に
つ
い
て
の
み
行
う
こ
と
。

げ
る
こ
と
が
で
き
る
と
認
め
ら
れ
る
も
の
に
つ
い
て
の
み
行
う
こ
と
。

８

前
条
に
規
定
す
る
も
の
の
ほ
か
、
大
型
第
二
種
免
許
に
係
る
技
能
教
習
は
、
次

６

［
同
上
］

に
掲
げ
る
と
こ
ろ
に
よ
り
行
う
も
の
と
す
る
。

一

府
令
第
三
十
三
条
第
五
項
第
一
号
ニ
に
規
定
す
る
複
数
教
習
の
教
習
時
間
は

一

府
令
第
三
十
三
条
第
四
項
第
一
号
ニ
に
規
定
す
る
複
数
教
習
の
教
習
時
間
は

、
四
時
限
（
別
表
第
四
第
七
号
に
掲
げ
る
事
項
に
係
る
教
習
を
二
時
限
連
続
し

、
四
時
限
（
別
表
第
四
第
七
号
に
掲
げ
る
事
項
に
係
る
教
習
を
二
時
限
連
続
し

て
行
っ
た
後
に
引
き
続
き
別
表
第
六
第
三
号
に
掲
げ
る
事
項
に
係
る
教
習
を
行

て
行
っ
た
後
に
引
き
続
き
別
表
第
六
第
三
号
に
掲
げ
る
事
項
に
係
る
教
習
を
行

う
場
合
に
あ
っ
て
は
、
当
該
二
時
限
連
続
し
て
行
っ
た
教
習
を
含
め
五
時
限
）

う
場
合
に
あ
っ
て
は
、
当
該
二
時
限
連
続
し
て
行
っ
た
教
習
を
含
め
五
時
限
）

を
超
え
な
い
こ
と
。
た
だ
し
、
現
に
中
型
第
二
種
免
許
若
し
く
は
普
通
第
二
種

を
超
え
な
い
こ
と
。
た
だ
し
、
現
に
中
型
第
二
種
免
許
若
し
く
は
普
通
第
二
種

免
許
を
受
け
て
い
る
者
に
対
す
る
教
習
又
は
現
に
大
型
免
許
、
中
型
免
許
、
準

免
許
を
受
け
て
い
る
者
に
対
す
る
教
習
又
は
現
に
大
型
免
許
、
中
型
免
許
若
し

中
型
免
許
若
し
く
は
普
通
免
許
を
受
け
て
い
る
者
（
現
に
中
型
第
二
種
免
許
又

く
は
普
通
免
許
を
受
け
て
い
る
者
（
現
に
中
型
第
二
種
免
許
又
は
普
通
第
二
種

は
普
通
第
二
種
免
許
を
受
け
て
い
る
者
を
除
く
。
）
に
対
す
る
教
習
に
あ
っ
て

免
許
を
受
け
て
い
る
者
を
除
く
。
）
に
対
す
る
教
習
に
あ
っ
て
は
、
そ
れ
ぞ
れ

は
、
そ
れ
ぞ
れ
一
時
限
又
は
三
時
限
（
別
表
第
四
第
七
号
に
掲
げ
る
事
項
に
係

一
時
限
又
は
三
時
限
（
別
表
第
四
第
七
号
に
掲
げ
る
事
項
に
係
る
教
習
を
二
時

る
教
習
を
二
時
限
連
続
し
て
行
っ
た
後
に
引
き
続
き
別
表
第
六
第
三
号
に
掲
げ

限
連
続
し
て
行
っ
た
後
に
引
き
続
き
別
表
第
六
第
三
号
に
掲
げ
る
事
項
に
係
る

る
事
項
に
係
る
教
習
を
行
う
場
合
に
あ
っ
て
は
、
当
該
二
時
限
連
続
し
て
行
っ

教
習
を
行
う
場
合
に
あ
っ
て
は
、
当
該
二
時
限
連
続
し
て
行
っ
た
教
習
を
含
め

た
教
習
を
含
め
四
時
限
）
を
超
え
な
い
こ
と
。

四
時
限
）
を
超
え
な
い
こ
と
。

二

府
令
第
三
十
三
条
第
五
項
第
一
号
ホ
に
規
定
す
る
運
転
シ
ミ
ュ
レ
ー
タ
ー
に

二

府
令
第
三
十
三
条
第
四
項
第
一
号
ホ
に
規
定
す
る
運
転
シ
ミ
ュ
レ
ー
タ
ー
に

よ
る
教
習
の
教
習
時
間
は
、
基
本
操
作
及
び
基
本
走
行
に
あ
っ
て
は
一
時
限
、

よ
る
教
習
の
教
習
時
間
は
、
基
本
操
作
及
び
基
本
走
行
に
あ
っ
て
は
一
時
限
、

応
用
走
行
に
あ
っ
て
は
四
時
限
（
現
に
中
型
第
二
種
免
許
又
は
普
通
第
二
種
免

応
用
走
行
に
あ
っ
て
は
四
時
限
（
現
に
中
型
第
二
種
免
許
又
は
普
通
第
二
種
免

許
を
受
け
て
い
る
者
に
対
す
る
教
習
に
あ
っ
て
は
、
一
時
限
）
を
超
え
な
い
こ

許
を
受
け
て
い
る
者
に
対
す
る
教
習
に
あ
っ
て
は
一
時
限
）
を
超
え
な
い
こ
と



- 26 -

と
。

。

三

府
令
第
三
十
三
条
第
五
項
第
一
号
ヌ
に
規
定
す
る
中
型
自
動
車
を
使
用
し
て

三

府
令
第
三
十
三
条
第
四
項
第
一
号
ヌ
に
規
定
す
る
中
型
自
動
車
を
使
用
し
て

行
う
教
習
の
教
習
時
間
は
、
基
本
操
作
及
び
基
本
走
行
に
あ
っ
て
は
一
時
限
、

行
う
教
習
の
教
習
時
間
は
、
基
本
操
作
及
び
基
本
走
行
に
あ
っ
て
は
一
時
限
、

応
用
走
行
に
あ
っ
て
は
三
時
限
（
現
に
中
型
第
二
種
免
許
又
は
普
通
第
二
種
免

応
用
走
行
に
あ
っ
て
は
三
時
限
（
現
に
中
型
第
二
種
免
許
又
は
普
通
第
二
種
免

許
を
受
け
て
い
る
者
に
対
す
る
教
習
に
あ
っ
て
は
、
一
時
限
）
を
超
え
な
い
こ

許
を
受
け
て
い
る
者
に
対
す
る
教
習
に
あ
っ
て
は
一
時
限
）
を
超
え
な
い
こ
と

と
。

。

四

府
令
第
三
十
三
条
第
五
項
第
一
号
ル
に
規
定
す
る
準
中
型
自
動
車
を
使
用
し

［
号
を
加
え
る
。
］

て
行
う
教
習
の
教
習
時
間
は
、
基
本
操
作
及
び
基
本
走
行
に
あ
っ
て
は
一
時
限

、
応
用
走
行
に
あ
っ
て
は
三
時
限
（
現
に
中
型
第
二
種
免
許
又
は
普
通
第
二
種

免
許
を
受
け
て
い
る
者
に
対
す
る
教
習
に
あ
っ
て
は
、
一
時
限
）
を
超
え
な
い

こ
と
。

五

府
令
第
三
十
三
条
第
五
項
第
一
号
ヲ
に
規
定
す
る
普
通
自
動
車
を
使
用
し
て

四

府
令
第
三
十
三
条
第
四
項
第
一
号
ル
に
規
定
す
る
普
通
自
動
車
を
使
用
し
て

行
う
教
習
の
教
習
時
間
は
、
基
本
操
作
及
び
基
本
走
行
に
あ
っ
て
は
一
時
限
、

行
う
教
習
の
教
習
時
間
は
、
基
本
操
作
及
び
基
本
走
行
に
あ
っ
て
は
一
時
限
、

応
用
走
行
に
あ
っ
て
は
三
時
限
（
現
に
中
型
第
二
種
免
許
又
は
普
通
第
二
種
免

応
用
走
行
に
あ
っ
て
は
三
時
限
（
現
に
中
型
第
二
種
免
許
又
は
普
通
第
二
種
免

許
を
受
け
て
い
る
者
に
対
す
る
教
習
に
あ
っ
て
は
、
一
時
限
）
を
超
え
な
い
こ

許
を
受
け
て
い
る
者
に
対
す
る
教
習
に
あ
っ
て
は
一
時
限
）
を
超
え
な
い
こ
と

と
。

。

六

府
令
第
三
十
三
条
第
五
項
第
一
号
タ
の
規
定
に
よ
り
道
路
に
お
い
て
行
う
こ

五

府
令
第
三
十
三
条
第
四
項
第
一
号
カ
の
規
定
に
よ
り
道
路
に
お
い
て
行
う
こ

と
と
さ
れ
る
教
習
は
、
府
令
別
表
第
四
の
一
の
表
に
お
い
て
現
に
受
け
て
い
る

と
と
さ
れ
る
教
習
は
、
府
令
別
表
第
四
の
一
の
表
に
お
い
て
現
に
受
け
て
い
る

免
許
の
種
類
に
応
じ
規
定
す
る
応
用
走
行
の
教
習
時
間
か
ら
三
時
限
（
運
転
シ

免
許
の
種
類
に
応
じ
規
定
す
る
応
用
走
行
の
教
習
時
間
か
ら
三
時
限
（
運
転
シ

ミ
ュ
レ
ー
タ
ー
に
よ
る
教
習
を
行
う
場
合
に
あ
っ
て
は
、
三
時
限
に
当
該
教
習

ミ
ュ
レ
ー
タ
ー
に
よ
る
教
習
を
行
う
場
合
に
あ
っ
て
は
、
三
時
限
に
当
該
教
習

に
係
る
時
限
数
を
加
え
た
時
限
数
）
を
減
じ
た
時
限
数
（
現
に
中
型
第
二
種
免

に
係
る
時
限
数
を
加
え
た
時
限
数
）
を
減
じ
た
時
限
数
（
現
に
中
型
第
二
種
免

許
又
は
普
通
第
二
種
免
許
を
受
け
て
い
る
者
に
対
す
る
教
習
に
あ
っ
て
は
、
一

許
又
は
普
通
第
二
種
免
許
を
受
け
て
い
る
者
に
対
す
る
教
習
に
あ
っ
て
は
、
一

時
限
（
運
転
シ
ミ
ュ
レ
ー
タ
ー
に
よ
る
教
習
を
行
う
場
合
に
あ
っ
て
は
、
一
時

時
限
（
運
転
シ
ミ
ュ
レ
ー
タ
ー
に
よ
る
教
習
を
行
う
場
合
に
あ
っ
て
は
、
一
時

限
に
当
該
教
習
に
係
る
時
限
数
を
加
え
た
時
限
数
）
を
減
じ
た
時
限
数
）
以
上

限
に
当
該
教
習
に
係
る
時
限
数
を
加
え
た
時
限
数
）
を
減
じ
た
時
限
数
）
以
上
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行
う
こ
と
。

行
う
こ
と
。

［
項
を
削
る
。
］

７

前
項
の
規
定
（
第
三
号
を
除
く
。
）
は
、
中
型
第
二
種
免
許
に
係
る
教
習
に
つ

い
て
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
同
項
中
「
中
型
第
二
種
免
許
若
し
く
は

普
通
第
二
種
免
許
」
と
あ
り
、
及
び
「
中
型
第
二
種
免
許
又
は
普
通
第
二
種
免
許

」
と
あ
る
の
は
「
普
通
第
二
種
免
許
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

［
項
を
削
る
。
］

８

第
六
項
の
規
定
（
第
三
号
及
び
第
四
号
を
除
く
。
）
は
、
普
通
第
二
種
免
許
に

係
る
技
能
教
習
に
つ
い
て
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
同
項
第
一
号
中
「

現
に
中
型
第
二
種
免
許
若
し
く
は
普
通
第
二
種
免
許
を
受
け
て
い
る
者
に
対
す
る

教
習
又
は
現
に
大
型
免
許
、
中
型
免
許
若
し
く
は
普
通
免
許
を
受
け
て
い
る
者
（

現
に
中
型
第
二
種
免
許
又
は
普
通
第
二
種
免
許
を
受
け
て
い
る
者
を
除
く
。
）
に

対
す
る
教
習
に
あ
っ
て
は
、
そ
れ
ぞ
れ
一
時
限
又
は
」
と
あ
る
の
は
「
現
に
大
型

免
許
、
中
型
免
許
又
は
普
通
免
許
を
受
け
て
い
る
者
に
対
す
る
教
習
に
あ
っ
て
は

、
」
と
、
同
項
第
二
号
中
「
四
時
限
（
現
に
中
型
第
二
種
免
許
又
は
普
通
第
二
種

免
許
を
受
け
て
い
る
者
に
対
す
る
教
習
に
あ
っ
て
は
一
時
限
）
」
と
あ
る
の
は
「

四
時
限
」
と
、
同
項
第
五
号
中
「
時
限
数
（
現
に
中
型
第
二
種
免
許
又
は
普
通
第

二
種
免
許
を
受
け
て
い
る
者
に
対
す
る
教
習
に
あ
っ
て
は
、
一
時
限
（
運
転
シ
ミ

ュ
レ
ー
タ
ー
に
よ
る
教
習
を
行
う
場
合
に
あ
っ
て
は
、
一
時
限
に
当
該
教
習
に
係

る
時
限
数
を
加
え
た
時
限
数
）
を
減
じ
た
時
限
数
）
」
と
あ
る
の
は
「
時
限
数
」

と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

９

前
項
の
規
定
（
第
三
号
を
除
く
。
）
は
、
中
型
第
二
種
免
許
に
係
る
教
習
に
つ

［
項
を
加
え
る
。
］

い
て
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
規
定
中
同
表

の
中
欄
に
掲
げ
る
字
句
は
、
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
字
句
に
読
み
替
え

る
も
の
と
す
る
。

前
項
第
一
号

中
型
第
二
種
免
許
若
し
く
は
普

普
通
第
二
種
免
許
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通
第
二
種
免
許

中
型
第
二
種
免
許
又
は
普
通
第

普
通
第
二
種
免
許

二
種
免
許

前
項
第
二
号
及
び

中
型
第
二
種
免
許
又
は
普
通
第

普
通
第
二
種
免
許

第
四
号
か
ら
第
六

二
種
免
許

号
ま
で

第
八
項
の
規
定
（
第
三
号
か
ら
第
五
号
ま
で
を
除
く
。
）
は
、
普
通
第
二
種
免

［
項
を
加
え
る
。
］

10
許
に
係
る
技
能
教
習
に
つ
い
て
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
次
の
表
の
上

欄
に
掲
げ
る
規
定
中
同
表
の
中
欄
に
掲
げ
る
字
句
は
、
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
下
欄
に

掲
げ
る
字
句
に
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

第
八
項
第
一
号

現
に
中
型
第
二
種
免
許
若
し
く

現
に

は
普
通
第
二
種
免
許
を
受
け
て

い
る
者
に
対
す
る
教
習
又
は
現

に若
し
く
は
普
通
免
許

又
は
普
通
免
許

者
（
現
に
中
型
第
二
種
免
許
又

者

は
普
通
第
二
種
免
許
を
受
け
て

い
る
者
を
除
く
。
）

そ
れ
ぞ
れ
一
時
限
又
は
三
時
限

三
時
限

第
八
項
第
二
号

四
時
限
（
現
に
中
型
第
二
種
免

四
時
限

許
又
は
普
通
第
二
種
免
許
を
受

け
て
い
る
者
に
対
す
る
教
習
に

あ
っ
て
は
、
一
時
限
）

第
八
項
第
六
号

時
限
数
（
現
に
中
型
第
二
種
免

時
限
数
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許
又
は
普
通
第
二
種
免
許
を
受

け
て
い
る
者
に
対
す
る
教
習
に

あ
っ
て
は
、
一
時
限
（
運
転
シ

ミ
ュ
レ
ー
タ
ー
に
よ
る
教
習
を

行
う
場
合
に
あ
っ
て
は
、
一
時

限
に
当
該
教
習
に
係
る
時
限
数

を
加
え
た
時
限
数
）
を
減
じ
た

時
限
数
）

備
考

表
中
の
［

］
の
記
載
及
び
対
象
規
定
の
二
重
傍
線
を
付
し
た
標
記
部
分
を
除
く
全
体
に
付
し
た
傍
線
は
注
記
で
あ
る
。


